
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

教
育
委
員
会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
三

○
青
森
県
立
郷
土
館
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
学
校
教
育
課
）
…
四

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

和
げ
ん
株
式

会
社

黒
石
市
大
字
中
町

二
五
の
一

訪
問
介
護
和
げ
ん
訪
問

介
護

黒
石
市
大
字
黒
石

字
十
三
森
一
六
四

の
六

令
和八･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
三
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
千
四
十
二
号

令
和
八
年三

月
十
八
日

（
水
曜
日
）



一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

短
期
入
所
む
つ
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
院

む
つ
市
桜
木
町
一

三
の
一

令
和八･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
三
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹
八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
九
六

の
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
み
ら

い

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
石
沢
字
石

沢
七
二
の
一

令
和八･
三･三一

株
式
会
社
エ

ン
ジ
ェ
ル
ス
む
つ
市
柳
町
四
丁

目
三
の
三

共
同
生
活

援
助

株
式
会
社
エ

ン
ジ
ェ
ル
ス

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
天
使
の

家

む
つ
市
柳
町
四
丁

目
二
の
一
三

〃

青
森
県
告
示
第
百
三
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
沢
辺
一
二
沖
見

一
男

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
山
科
九
七
の
四

鶴
田

十
美
男

新
深
浦
町
第
四
区

域
新
深
浦
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
沢
辺
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
丸
山
三
七

勢
州
谷

武
夫

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
玉
坂
三
三
の
一

半
田

清

新
深
浦
町
第
五
区

域
新
深
浦
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大

字
岩
崎
及
び
大

字
松
神
の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
た
ら
刺
網
漁
業

青
森
県
告
示
第
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

浪
岡
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分
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都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
号
）

の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
号
）

の
事
業
地
の
う
ち
、
青
森
市
浪
岡
大
字
杉
沢
字
山
元
、
字
平
野
及
び
字
川
合
の
各
一
部
を
削

る
。

青
森
県
告
示
第
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒
石
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

黒
石
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

黒
石
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
五
年
八
月
二
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十

一
号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

汚
水
計
画
に
お
い
て
、
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
青

森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
扇
田
を
加
え
、
大

字
山
形
町
、
大
字
前
町
、
大
字
市
ノ
町
、
大
字
内
町
、
大
字
甲
大
工
町
、
袋
井
一
丁
目
、
袋
井

二
丁
目
、
ち
と
せ
一
丁
目
、
ち
と
せ
二
丁
目
、
長
崎
二
丁
目
、
追
子
野
木
一
丁
目
、
青
山
、
八

甲
、
角
田
、
境
松
三
丁
目
、
追
子
野
木
二
丁
目
、
追
子
野
木
三
丁
目
、
大
字
浅
瀬
石
字
川
合
、

大
字
浅
瀬
石
字
清
川
、
大
字
浅
瀬
石
字
川
原
田
、
大
字
浅
瀬
石
字
村
元
、
大
字
浅
瀬
石
字
村

上
、
大
字
中
川
字
篠
村
、
緑
ヶ
丘
、
野
際
一
丁
目
、
富
田
、
富
士
見
、
田
中
、
末
広
、
松
原
に

お
い
て
事
業
地
を
変
更
し
、
大
字
追
子
野
木
字
前
川
を
削
る
。

雨
水
計
画
に
お
い
て
、
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
青

森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
黒
石
市
道
北
町
、
ぐ
み
の
木
一
丁
目
、
ぐ

み
の
木
二
丁
目
、
松
葉
町
、
北
美
町
一
丁
目
、
野
添
町
、
寿
町
、
大
字
株

木
横
丁
、
大
字
浜

町
、
柵
ノ
木
三
丁
目
、
柵
ノ
木
四
丁
目
、
桜
木
町
、
春
日
町
、
美
原
町
、
青
山
、
八
甲
、
角

田
、
柵
ノ
木
一
丁
目
、
柵
ノ
木
二
丁
目
、
大
字
牡
丹
平
、
字
福
民
、
字
大
街
道
南
、
字
福
民
出

石
田
間
、
旭
町
、
花
園
町
、
若
葉
町
、
泉
町
、
錦
町
、
東
町
、
京
町
、
京
町
字
寺
町
、
弥
生

町
、
幸
町
、
東
新
町
一
丁
目
、
東
新
町
二
丁
目
、
鍛
治
町
、
浦
町
一
丁
目
、
浦
町
二
丁
目
、
大

字
山
形
町
、
大
字
前
町
、
大
字
中
町
、
住
吉
町
、
ぐ
み
の
木
三
丁
目
、
緑
町
一
丁
目
、
緑
町
二

丁
目
、
一
番
町
、
大
町
一
丁
目
、
大
町
二
丁
目
、
大
字
寺
小
路
、
大
字
油
横
丁
、
大
字
元
町
、

大
字
大
板
町
、
大
字
甲
徳
兵
衛
町
、
大
字
乙
徳
兵
衛
町
、
大
字
上
町
、
大
字
横
町
、
作
場
町
、

緑
町
三
丁
目
、
緑
町
四
丁
目
、
西
ヶ
丘
、
大
字
市
ノ
町
、
大
字
内
町
、
黒
石
、
境
松
一
丁
目
、

境
松
二
丁
目
、
境
松
三
丁
目
の
事
業
地
を
削
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
学
校
教
育
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（ ）3 青 森 県 報 第1042号令和８年３月18日 水曜日



学
校
施
設
課

教
育
情
報
化
推
進
室

第
四
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第

十
四
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。

第
六
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

（
教
育
情
報
化
推
進
室
）

十
四

教
育
行
政
及
び
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
館
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
副
館
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
る
。

（
青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
三
十
年
十
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
副
所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
る
。

（
青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
元
年
六
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
副
所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
る
。

（
青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
館
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

「
副
館
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
る
。

（
青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
（
平
成
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
教
育
相
談
課
」
を
「
、
教
育
相
談
課
及
び
遠
隔
教
育
推
進
課
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

遠
隔
教
育
推
進
課
に
、
青
森
県
遠
隔
教
育
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

第
三
条
第
五
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

遠
隔
教
育
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

遠
隔
教
育
に
関
す
る
研
修
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

（ ）4青 森 県 報 第1042号令和８年３月18日 水曜日



二

遠
隔
授
業
等
の
配
信
に
関
す
る
こ
と
。

三

遠
隔
教
育
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
中
「
所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
副

所
長
は
」
の
下
に
「
、
上
司
の
命
を
受
け
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

条
例
第
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

新
た
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
勤
務
す
る
職

員
の
う
ち
、
そ
の
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い

う
。
）
前
三
年
以
内
に
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
っ
て
住
居
を

移
転
し
た
も
の

二

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
、
新
た
に
採
用
さ
れ
た
日
（
以
下
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）
の

前
日
に
勤
務
し
て
い
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
の

う
ち
、
当
該
採
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
新
た
に
へ
き
地

等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
勤
務
す
る
職
員
で
、
指
定
日
前

三
年
以
内
に
当
該
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
異
動
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

と
な
る
も
の

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

当
該
職
員
の
指
定
日
に
勤
務
す
る
学
校
又
は
共
同
調
理
場
が

同
号
に
規
定
す
る
異
動
の
日
前
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

当
該
職
員
が
採
用
日
前
か
ら
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
こ
の
項
（
前
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当

等
）
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
中
央
病
院
で
使
用
す
る
電
気
の
供
給

契
約
電
力

二
千
七
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト

予
定
使
用
電
力

千
百
九
十
二
万
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法
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一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
二
月
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
北
電
力
株
式
会
社
青
森
支
店

青
森
市
港
町
二
丁
目
一
二
の
一
九

六

落
札
金
額

二
億
四
千
六
百
七
十
八
万
千
六
百
四
十
七
円

七

落
札
を
決
定
し
た
手
続

十
二
か
月
の
総
額
に
お
け
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
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